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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成21年6月18日(2009.6.18)

【公開番号】特開2008-302235(P2008-302235A)
【公開日】平成20年12月18日(2008.12.18)
【年通号数】公開・登録公報2008-050
【出願番号】特願2008-184052(P2008-184052)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｌ  31/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｌ  31/00    　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成21年4月21日(2009.4.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）（ｉ）ヒアルロン酸のカルボキシル基の７５～９９％がベンジルラジカルでエス
テルされ、カルボキシル基の２５％までがＣ１０～Ｃ２０脂肪族アルコールのアルキルラ
ジカルでエステル化されており、ただしカルボキシル基の少なくとも８０％はエステル化
されている、ヒアルロン酸のベンジルエステルを含むヒアルロン酸誘導体よりなる第１の
ポリマー；および
　（ｉｉ）第２のポリマー
を組み合わせるか；または、
　（ｂ）ヒアルロン酸のカルボキシル基の０．５～２０％が同じまたは異なるヒアルロン
酸分子のヒドロキシル基に架橋するようにヒアルロン酸を自己架橋して；
ゲル、平面膜、メッシュ、織組織、若しくは不織組織、またはそれらの組合せの形態の複
合生体材料を得る、
ことを含む製法によって製造される組織の手術癒着を防止するための複合生体材料であっ
て、
　ただし、該複合生体材料は、（ａ）の第１および第２のポリマーまたは（ｂ）の自己架
橋ヒアルロン酸の相互貫入ネットワーク（ＩＰＮ）を含まない、
該複合生体材料。
【請求項２】
　（ａ）（ｉ）における該誘導体は、カルボキシル基の８０％がベンジル基でエステル化
されているベンジルエステルである、請求項１記載の複合生体材料。
【請求項３】
　（ａ）（ｉ）における該誘導体は、カルボキシル基の７５％がベンジル基でエステル化
されており、残りの２５％のカルボキシル基がＣ１０～２０脂肪族アルコールの脂肪族残
基でエステル化されている、ベンジルエステルである、請求項１記載の複合生体材料。
【請求項４】
　該アルコールがステアリルアルコールまたはパルミチルアルコールである、請求項３記
載の複合生体材料。
【請求項５】
　（ｂ）で得られる該自己架橋型ヒアルロン酸は、ヒアルロン酸分子のカルボキシル基の
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４．５～５．０％が架橋している、請求項１記載の複合生体材料。
【請求項６】
　さらに非生分解性合成ポリマーを含む、請求項１～５のいずれか１つ記載の複合生体材
料。
【請求項７】
　該合成ポリマーが、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエステルおよびポリテトラフ
ルオロエチレンからなる群より選択される、請求項６記載の複合生体材料。
【請求項８】
　第２のポリマーがヒアルロン酸誘導体である、請求項１～７のいずれか１つ記載の複合
生体材料。
【請求項９】
　膜、メッシュ、織組織、または不織組織の形態である、請求項１～８のいずれか１つ記
載の複合生体材料。
【請求項１０】
　（ｂ）で得られる該複合生体材料がゲルの形態である、請求項１または５記載の複合生
体材料。
【請求項１１】
　（ａ）ヒアルロン酸のカルボキシル基の７５～９９％がベンジルラジカルでエステル化
されており、カルボキシル基の２５％までがＣ１０～Ｃ２０脂肪族アルコールのアルキル
ラジカルでエステル化されており、ただしカルボキシル基の少なくとも８０％は複合生体
材料中でエステル化されている、ヒアルロン酸のベンジルエステル；および、
　（ｂ）ヒアルロン酸のカルボキシル基の０．５～２０％が複合生体材料中で同じまたは
異なるヒアルロン酸分子のヒドロキシル基に架橋しているヒアルロン酸の自己架橋型誘導
体；
であって、
（ａ）または（ｂ）の複合生体材料は、ゲル、平面膜、メッシュ、織物組織、若しくは不
織組織、またはそれらの組合せの形態であり、（ａ）および（ｂ）の複合生体材料は相互
貫入ネットワーク（ＩＰＮ）を含まない、
からなる群から選択される少なくとも１つのヒアルロン酸誘導体を含む、組織の手術癒着
を防止するための複合生体材料。
【請求項１２】
　（ａ）における該誘導体は、カルボキシル基の８０％がベンジル基でエステル化されて
いるベンジルエステルである、請求項１１記載の複合生体材料。
【請求項１３】
　（ａ）における該誘導体は、カルボキシル基の７５％がベンジル基でエステル化されて
おり、残りの２５％のカルボキシル基がＣ１０～２０脂肪族アルコールの脂肪族残基でエ
ステル化されている、ベンジルエステルである、請求項１１記載の複合生体材料。
【請求項１４】
　該アルコールがステアリルアルコールまたはパルミチルアルコールである、請求項１３
記載の複合生体材料。
【請求項１５】
　（ｂ）で得られる該自己架橋型ヒアルロン酸は、ヒアルロン酸分子のカルボキシル基の
４．５～５．０％が架橋している、請求項１１記載の複合生体材料。
【請求項１６】
　さらに非生分解性合成ポリマーを含む、請求項１１～１５のいずれか１つ記載の複合生
体材料。
【請求項１７】
　該合成ポリマーが、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエステルおよびポリテトラフ
ルオロエチレンからなる群より選択される、請求項１６記載の複合生体材料。
【請求項１８】



(3) JP 2008-302235 A5 2009.6.18

　膜、メッシュ、織組織、または不織組織の形態である、請求項１１～１７のいずれか１
つ記載の複合生体材料。
【請求項１９】
　（ｂ）で得られる該複合生体材料がゲルの形態である、請求項１１または１５記載の複
合生体材料。
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